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はじめに

ミクロ経済学では，自然独占の状態にある産

業について，競争が市場の失敗を招くことから，

競争の排除と国家による価格規制が正当化され

ている１）。１９９０年代に本格化したＥＵの市場統

合過程では，代表的な自然独占産業としての

「ネットワーク産業」における競争の導入（市

場の自由化）が目指された２）。これには，現代

の技術革新の影響もあり，既存のネットワーク

が自然独占（莫大な初期の固定設備投資，規模

に関して収穫逓増）の条件を満たさなくなって

きたこと，また経済学におけるネットワークに

もとづく自然独占に対する見解の変化も関係し

ている。ＥＵが競争政策を促進したのは，鉄道，

航空，郵便，電力，ガス等の広域ネットワーク

を基盤にした産業分野であった。近時における

ＯＥＣＤの「構造改革」議論において，西ヨー

ロッパ諸国における多くの規制の存在が経済停

滞の原因の一つとして指摘されているが３），ネ

ットワーク産業はその代表的な事例であった。

本稿では，１９９７年のＥＵによる自由化指令を

受け，１９９８年にドイツにおいて改正された「エ

ネルギー経済法」（電力とガスの市場自由化）

をめぐる動向をとりあげる４）。第２次大戦後，

ドイツにおけるいわゆるカルテル法（「競争制

限禁止法」Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen，１９５７年）においては，上述の理由から，

また歴史的な背景から，電力産業は同法の適用

を受けない，例外分野としての位置づけを与え

られていた５）。従って，今回の法改正による市

場自由化そして電力産業についてのカルテル法

の適用除外規定の削除は，戦後ドイツの構造的

な市場の規制の体系が，ＥＵの指令という外的

強制を受けつつも，大きな変質に直面したとい

うことができよう。法改正の時点でのドイツの

電力産業は，企業数１０００社程度と過密であり，

電力供給は発電，送・配電を統合する７つの広

域独占企業と地域経営そして多数の都市公営企

業体が，複雑に入り組んだ市場構造を呈してい

た。１９９８年に開始された電力市場の自由化は，

この市場構造に大きな転換をもたらすととも

に，２００５年７月７日には，上記経済法が改正，

施行され，一層の競争導入が目指され，その結

末はまだ見えていないのである。

１ 電力産業とは

（１）電力の供給

電力は通例５つの段階を経て供給される。１

発電され，２送電され（遠 隔 地，高 圧 電

流），３卸売り市場で販売され，４配電され

（近距離，低・中電圧），５最終顧客に小売販

売される。電力価格に占める費用構成は，発電

４５％，送電１０％，配電４５％程度と見積もられて

いる６）。電力はストックできないことから，自

家発電を除けば，２，４のネットワーク網が不
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可欠であり，この部分は自然独占であることは

免れない。ネットの川上と川下の産業

（１，３，５）は競争が可能であるが，それに

はネットへの接続（ネット使用）が可能である

ことが大前提となる。発電会社が送電・配電網

を所有している場合（こうした企業を「結合経

営」Verbundunternehmungと呼ぶ）には問題は

ないが，そうでない場合には，送電・配電網を

所有し運営する「ネット管理会社」（Netzbetrei-

ber）との間にネット使用契約を結ばなければ

ならない。当然，ネット使用料金の高さが川上，

川下産業での競争の障害となる。「結合経営」

とは「ネット管理会社」でもあり，これも含め

ドイツには９００社程度の「ネット管理会社」が

ある。

発電では，供給の側から見ると，企業間にお

いて資本の集約度，使用燃料，投入技術の違い

に応じて，コスト構造に相違が生じうる。また

電力需要の特性から，季節，時間帯による需要

の変動が大きく，商品がストックできないこと

から，電力負荷の高中低に合わせ全体として生

産量を調整する必要がある。従って，電力生産

には必ずしもスケール・メリットが働くわけで

はなく，稼働率を容易に上げ下げしうる小規模

発電経営にも十分競争の余地がある。ピーク負

荷に対応しうるのはドイツの場合，ガスタービ

ン式ないし揚水式の発電所であり，長期稼動で，

低負荷に対応しうるのは原子力ないし褐炭発電

所である。要するに，様々なタイプの経営が競

争しうる余地が電力の供給側には生じているの

である。また環境への配慮，化石燃料への再評

価から従来技術の改良が望まれているが，イノ

ベーションの実現にとって，小規模の自立した

発電企業の市場参加が鍵となることは，米国の

事例によって（１９７８年「公益事業規制法」ＰＵ

ＲＰＡ）も窺い知る７）。他方，電力という商品

は，需要の弾力性が低いこと（代替財がない），

供給側でも特にピーク負荷期に典型であるよう

に供給の価格弾力性も低いことから，電力の生

産は水平統合される傾向が強い。そうした場合，

電力の卸売り市場では，独占企業による価格操

作の余地が大きくなることは免れない。

送電と配電は，莫大なネット投資が埋没コス

トと見なされ，自然独占を形成する。新規参入

企業が既存のネットに並行して新たなネットを

建設することが非合理的であることは明白であ

る。送電は，発電現場から各地域の配電の取り

入れ口まで長距離を超高電圧（３２０～２２０ｋＷ）

で伝送する。発電量の圧倒的部分を占める大型

発電所は高圧電流により，ネットに接続されて

いる。また中小の発電所も，低電圧帯で送電ネ

ットに入力（einspeisen）することができた。

送電網は単線構造ではなく，相互に網の目のよ

うに結合し，電流の向きも頻繁に切り替えられ

る。送電網が自然独占を形成する基盤は，その

莫大な資本コスト，規模の利益に止まらず，電

力の需給，ネットへの入力と出力を中央でシス

テム管理する機能に基づいている。これに対し，

配電は，取り入れ口より送電電力を受け取り，

ローカルの狭い地域内で最終ユーザーに，中，

低電圧で伝送する。大口顧客である電力多消費

工業は高電圧（１１０ｋＷ）ないし中電圧で取り

入れ，小口の家庭，小規模産業は低電圧で購入

する。最終ユーザーが送電網から直接電力を取

り出すことは出来ない。（以下で述べるように，

配電を担うのは，「都市事業体」（Stadtwerk）

と呼ばれる圧倒的多数の自治体の公益事業体で

あり，地域独占を形成している。問題は，この

公益事業体が，従来，電力産業がカルテル法の

適用除外であったことを根拠に，営業認可権を

行使して，特定の電力供給企業と結びついてい

たことである。）配電ネットは相互で結合して

いることはなく，電流も一方通行である。送電

と配電ネットを運営する「ネット管理会社」は，
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自然独占としてこれまでも，カルテル法の適用

を免れ，その代わりに，国家による価格監視に

服すことが義務付けられていた。価格監視の目

的は，一方で，独占的につり上げられたネット

使用料金による市場支配力の濫用を排除するこ

とであり，他方で，ネットの維持により電力の

安定供給を果たさせるため，十分な利益を独占

企業に保障することである。

（２）電力供給企業の３類型

ドイツの電力供給企業は，歴史的に，１「結

合経営」（Verbundunternehmen），２地域経営

（Regionalunternehmen），３地 方 経 営（lokale

Unternehmen）の３類型より構成されてきた。

自由化直前の時点（１９９８年４月）において，全

部で１０００社程度が活動しており，１が８社，２

が８０社程度であったのに対し，３が９００社程度

であった８）。

① まず「結合経営」は，発電と送・配電の３

分野を垂直統合している大規模事業体である。

以下の８社の寡占体制であり，国内発電量の圧

倒的シェアを占める。同時に高電圧の送電網を

所有，運営して，国内の広範囲の地域に電力を

供給するとともに，また西ヨーロッパ内の外国

の競争相手との間で電力の売買を行ってもいる。

他方また最終ユーザー向けの配電と電力の小売

も行う。それはこの大事業体が直接乗り出すこ

ともあるし，あるいは地域経営や地方経営への

株式持分参加を通じ，これを系列化することに

よって業務委託することもできる。これらは，

ＶＥＢＡ，ＶＩＡＧ，ＲＷＥ，ＶＥＷ，ＥＶＳ，

Ｂａｄｅｎｗｅｒｋ，ＨＥＷ，ＢＥＷＡＧの８

社であり，１９９４年まで東部ドイツで事業を行っ

ていたＶＥＡＧを含めれば９社である。表１に

見るように，８社の中でも上位３社の発電シェ

アが極めて高い。また，Ｂａｄｅｎｗｅｒｋは

南ドイツを基盤とし，ＨＥＷはハンブルクを，

ＢＥＷＡＧはベルリンをそれぞれ基盤とする

「結合経営」である。「結合経営」はドイツ国

内の広い範囲に送電網を張って，相互に競合す

る部分もあったが，日本の１０大電力会社のよう

に，それぞれが自らのネットゾーンを基にした

表１ 電力生産（発電）の市場シェア（％）

1994年 A 1994年 B 2000年 A 2000年 B 2000年（合併後）

VEBA �
�E.ON

１６．９２ １３．９６ ２１．３６ １８．７７ �
�２８．７４VIAG １１．２３ ８．２７ １２．５５ ９．９７

RWE �
�RWE

３１．３８ ２８．４２ ３１．５３ ２８．９４ �
�３７．２７VEW ７．２４ ６．６５ ８．８４ ８．３３

EVS �
�EnBW

４．８９ ４．３０ �
�９．６４ ８．６０ �

�８．６０Badenwerk ４．９１ ４．３２

HEW �
�Vattenfall

３．５５ ２．９６ ３．０９ ２．５７ �
�１５．０３BEWAG ２．８７ ２．２８ ２．６５ ２．１３

VEAG － １１．８４ － １０．３３

その他 １７．００ １７．００ １０．３５ １０．３５ １０．３５

合計 １００ １００ １００ １００ １００

（出典） Gert Brunekreeft / Sven Twelemann, Regulation, Competition and Investment in the German Electricity Market: RegTP
or REGTP, in: Energy Journal, 2005, p.103

（注）１９９４年と２０００年のＡ列はＶＥＡＧから譲渡されたシェアを含めた分であり，同年Ｂ列はそれを除いた分である。
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テリトリーを割り当てられていた。電力供給の

こうした「結合経営」のもとでの垂直統合は極

めてドイツ的な特徴である。「結合経営」は，

発電と送電では国内シェアの８０％を占める。電

力の卸売り市場はもちろん，最終ユーザーへの

小売市場でも「結合経営」は５０％のシェアを占

めるのである９）。

（ところで，これら「結合経営」の集中はす

でに，１９９０年代の初めより，ゆっくり始まって

いた。まず，ドイツ統一の影響として，東ドイ

ツで活動展開していたＶＥＡＧが西側の「結合

経営」各社に統合された。１９９６年に完結するこ

の統合では，ＶＥＡＧの生産シェアの２５％ずつ

が西側の上位３社に譲渡され，残りの２５％が他

の西側５社に均分に譲渡された。［表１のＢ列

とＡ列を比較参照。］さらに１９９６年には，規模

の点で比較的低位に属するＢａｄｅｎｗｅｒｋ

とＥＶＳが 統 合 し て，ＥｎＢＷ〔Energiever-

sorgung Baden-Würtemberg〕となった。）

② 次に地域経営では，発電能力は極めて僅か

であり，その主要な活動は電力の再販売にある。

つまりこの事業体では，「結合企業」から電力

を購入して，主に農村地域の市町村の最終ユー

ザーにまた売りする。そのために，地域経営は

高，中，低電圧の配電網を所有し，これを運営

している。つまり「ネット管理会社」でもある。

この地域経営には，「結合経営」の子会社にな

っている事業体もあるが，それを除けば，配電

で２０％のシェアを占めている。

③ 最後に，上記２経営から，さらに電力を購

入して，最終ユーザーに再販売するのが地方経

営である。これは自治体の公益事業体（「都市

事業体」）としての形態をとる。その数は非常

に多く（９００社程度），事業規模も都市によりま

ちまちである。「都市事業体」は，管轄する地

域住民に対する，ガス，水道，遠隔暖房の提供，

都市交通機関の運営等に携わっており，その一

環として，都市住民に対する電力供給を担って

いるわけである。若干の「都市事業体」は自己

の発電能力ももっている。

２ 電力市場の自由化

ＥＵによるネットワーク産業の自由化措置は

新しい規制レジームを導入した１０）。自然独占

への競争導入の場合，ネットワークの所有権

（自然独占）とその利用権を明確に区別するこ

とが出発点となった。問題はニューカマーがネ

ットを利用する際に，「適切」なネット利用料

金が設定されるかどうかにあった。自由化以前

の独占企業が依然として市場支配的地位を保持

する状況下で，独占企業の市場特権を認めず，

自由化後の競争の枠組みを保障するためには，

新しい規制が必要となった。これには３つのバ

リエーションがある。①カルテル庁による「事

後的」な市場力の濫用監視，②当事者団体によ

る自由意志の交渉（ネゴシエーション）による

調整，③あらたな（産業分野に独自の）規制官

庁の設置とそれによる「事前」の規制（例えば，

プライス・キャップ制）であった。電力産業の

場合にはひとまず，②が選択されたのである。

（１）「エネルギー経済法」（１９９８年）の狙い

電力市場の自由化を指示したＥＵの「電力の

ための域内市場指針」（１９９７年２月１９日）を受

けて，ドイツでは１９９８年４月末に「エネルギー

経済法の新規定のための法律」（Gesetz zur

Neuregelung des Energiewirtschaftsrecht）（以下，

「エネルギー経済法」と略記）が実施された。

その内容は，①エネルギー供給産業（電力とガ

ス）が「競争制限禁止法」（カルテル法）にお

いてカルテル規制を受けない例外産業として取

り扱われている状況を廃止すること，②第３者

企業によるネット利用の構成要件を設定したこ

１５４



との２つである。これに対する補完措置として，

国家の監視行動は限定されるか，新たに規定さ

れることとなった。①の規定により，これまで

は認められていたが，以後カルテル法に抵触す

るため禁じられる行為は，「地域割り当て契

約」（Demarkationsverträge）による業者間の

「縄張り」協定と「営業認可契約」（Konzession-

verträge）による地域独占である。（「営業認

可」とは自治体が特定の事業主に対し，電力供

給のネット敷設のために排他的に道路の使用権

を供与することであり，その結果，この事業主

が当該地域へのエネルギー供給を独占すること

が可能になる。）この規定により，最終ユーザ

ーは今後，電力の購入元を自由に選択すること

が可能となった。こうした規定により競争は活

発にされるが，それにはさらに，ニューカマー

が既存のネットを利用して電力を搬送すること

が不可欠となる。そのため②の規定により，事

実上，ニューカマーがネットを利用することが

可能とされた。既存の「結合経営」ないし「ネ

ット管理会社」によるネット運営（Netzbe-

trieb）は（とりわけネット利用料金の算定につ

いては），無差別，平等が義務づけられた。但

し，その点には，「事前」の規制をかけるので

はなく，市場関係者による交渉（以下で述べる

「団体協定」）を可能としたのであった。とり

わけネット利用料金の算定については「エネル

ギー経済法」では明記されておらず，「団体協

定」の中で決定される事とされた。ネット利用

は第３者の当然の権利というわけではなく，

「不当」なネット接続要求に対して，「ネット

管理会社」はこれを拒否することが出来る。但

し，「不当性」を証明する挙証責任は「ネット

管理会社」の側にあるとされた。（ネット使用

を拒否する「正当」な理由とは，例えば，「電

力・暖房併用発電」と「蓄熱式発電」のネット

利用が最優先されるため，この事情から送電能

力が限界に達した場合である。この場合にはそ

れ以外の発電方式による電力のネット接続を拒

否することが出来る。）

（２）残された問題

以上のドイツにおけるＥＵ指令の国内法への

転換を他国と比較した場合，（特に，電力市場

がかつて国有企業の独占状態にあったノルウェ

ー，スウェーデン，イングランド，ウェールズ

などと比べて）市場開放のための決定的措置が

回避されていることが，しばしば指摘され

る１１）。ドイツ法は，自由化のための国家の介入

を抑制し，市場参加者の自己調整能力を過信し

てしまったというのである。問題とされるのは

以下の３点である。

① 垂直統合の所有権上の分離（発電と送・配

電を同一の経営体が兼営できないようにす

る）にまで踏み込んでいない。

② 第３者によるネット接続（Netzzugang）の

条件が当事者間の交渉により決定されること

が可能とされ，「事前」の規制が課せられな

い。

③ 電力産業を管轄する独自の新たな規制官庁

の設置が見送られた。

①に関して言えば，上記ヨーロッパ諸国では

分離が進められたが，ドイツでは送・配電網

（ネット）の所有が旧国有企業ではなく，民間

企業のもとにあるため，所有権の剥奪は極めて

困難であろう。②，③に関しても，政策当局

（連邦経済省，連邦カルテル庁）は，当初，市

場適合的な政策を優先したのであり，当事者間

の自主的調整によりネット接続が円滑に進むな

らば，特別の規制官庁は不要となることを期待

したのは当然のことであったと考えられる。

「規制の罠」（規制官庁と事業者の癒着）に陥

るリスクは当然回避されなければならないから

である。当事者団体（業界側）としても，国家

ドイツ電力産業における競争政策の展開
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が規制官庁を作ってしまう前に先手を打つとい

う意図が働いたと思われる。

３ ネット利用をめぐる「団体協定」

電力市場での競争促進にとり，新規参入企業

が送電・配電ネットを利用する際の「適切」な

料金設定が決定的に重要であることは，既に繰

り返し強調したことであるが，ドイツの「エネ

ルギー経済法」においては，国家による料金規

制を取らず，ネット接続条件が関連団体の交渉

による「団体協定」（Verbändevereinbarung）に

よって決定されることとされた。交渉に加わる

当事者団体とは，まず発電事業体の団体，次に

民間の電力供給事業体の団体（「ネット管理会

社」の団体），そして大口ユーザーとしての電

力消費工業の団体であった。「エネルギー経済

法」の施行後，３回の「団体協定」が締結され，

その都度内容の改善が図られてきた。第１回の

「団体協定」（１９９８年３月２２日締結），第２回

「団体協定」（１９９９年１２月１３日締結），そして第

３回（２プラスと呼ばれる）「団体協定」（２００１

年１２月１３日締結）である。実は，第３回の「２

プラス団体協定」は２００３年末まで効力を保ち，

その失効とともに「団体協定」方式（交渉方式

によるネット接続条件の決定）は打ち止めとさ

れてしまったのである。この方式ではネットの

接続における第３者への差別的，競争阻害的条

件を取り除くことが出来なかったのである。

（１）第１回「団体協定」

ここでのネット利用料金の積算は，ネット接

続の入りと出の距離に比例した算定方式（Punkt

-zu-Punkt Durchleitung）が構想されていた。従

って，個々のネット利用ごとに別々の「ネット

管理会社」と契約を取り交わすことになり，取

引コストが膨大になってしまった。ネットワー

クの中では電力がどこで入力され，どこで取り

出されたかに関係なく電力がこのシステムの中

に常時「留め置かれる」という観点に立てば，

この算定方式では，ネット利用者はそのメリッ

トを享受できないのである。

（２）第２回「団体協定」

ネット接続の距離に比例した利用料金の算定

方式の弊害を改め，発電事業体のネット入力料

金は無料とし，取引商人とユーザーが，電力を

そこから取り出したネットの「ネット管理会

社」に対し，「取り出し料金」を支払う仕組み

が導入された。前段階のネット使用料は転稼さ

れ，利用者が負担することとされた。

（３）第３回（２プラス）「団体協定」

上記算定方式はこの最後の協定にも引き継が

れるとともに，ここではネット利用料金を算定

する際の基準が規定されている。それによれば，

料金算定は，合理的な経営を遂行した場合のコ

スト補填の原則に立つこと，さらに，さまざま

な（ドイツ国内での）「ネット管理会社」の料

金を比較する必要があるとされている。この協

定では，比較のための標準的方法として，①住

民密度（３分類），②ネット密度（３分類），③

西ドイツか東ドイツか，の指標に基づいた１８種

類（３×３×２）の構造要因を選び出し，それ

ぞれ，高，中，低電圧の領域の要因を掛け合わ

せて，総計５４種の領域分類が提案された。「ネ

ット管理会社」の団体であるＶＤＮは，これに

応じて，半年ごとに，各領域で比較された平均

のネット利用料金を査定している。２００２年１０月

から２００４年４月にかけて査定されたデータによ

れば，この間にネット利用料金は平均すればほ

とんど変化していない。（高電圧領域では２．７％

の上昇であったのに，低，中電圧領域では，そ

れぞれ１．６％，２．１％の下落であった。）ただし，
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驚くべきは，構造要因を異にする各領域内の分

散が著しいことである１２）。

「団体協定」のたび重なる修正は，ネット接

続に関わる競争阻害要因の緩和に寄与したとは

いえ，ネット利用料金は依然として高水準に維

持されたままであった。これが競争の決定的阻

害要因に他ならなかったことは，以下に述べる

ように，一旦は開放された市場から新規参入者

が立ち去ってしまったことから裏付けられるで

あろう。「団体協定」は，ネット利用料金の積

算基準を示しはしたが，具体的な料金の提示を

してはいない。そのため，「ネット管理会社」

による恣意的な価格設定の余地が残されてしま

ったのである。合理的なネット運営の参考に供

するように提示された料金設定モデルも，現実

の料金の平準化のためには効力を発揮できなか

ったようである。ネット接続での差別化を防止

するために残された手段は，カルテル法にもと

づいて連邦カルテル庁の行う市場支配力濫用の

監視と独占監視，及び「エネルギー経済法」に

もとづく無差別原則の適用であった。

４ 自由化後の市場競争の展開

（１）集中過程の急展開

「エネルギー経済法」によるドイツ電力市場

の自由化以後，瞬く間に，関連企業の集中化が

始まった。東ドイツの唯一の結合経営であった

ＶＥＡＧがバラバラにされて西側グループに吸

収され，消滅したことについては既に述べた。

比較的小規模のＢａｄｅｎｗｅｒｋとＥＶＳは

１９９６年に合併して，ＥｎＢＷとなっていた。

「エネルギー経済法」の施行を経て，「結合経

営」グループのかつての８社寡占体制は，一挙

に４社寡占体制に移行する（水平統合の深化）

が，その経緯は以下のようなものであった。２０００

年央に，８社中の１位（ＲＷＥ）が５位（ＶＥ

Ｗ）を吸収して拡大ＲＷＥが誕生した。同時に，

これに対抗するかのように２位（ＶＥＢＡ）と

３位（ＶＩＡＧ）が合併してＥ．ＯＮ社が誕生

する。ドイツ電力市場は現在，事実上，この２

社の複占体制といえるのである。「結合経営」

どうしの水平統合による巨大経営グループの出

現により，当然のことながら，電力卸売り市場

と最終ユーザーへの販売市場での２社の価格支

配力の強化がカルテル規制機関にとり大いに懸

念されるところとなった。２件の大型合併の競

争政策上の不利益は明らかであったが，連邦カ

ルテル庁（およびＥＵ委員会）は，２つの付帯

条件をつけた上で，合併を承認した。一つは，

ＲＷＥとＥ．ＯＮの間での株式の相互持合いを

解消すること，もう一つは２グループの有する

旧ＶＥＡＧの持ち株を他社に譲渡することであ

った。連邦カルテル庁の意図は，ＲＷＥとＥ．

ＯＮとの国内競争が維持されること，また，Ｖ

ＥＡＧ株の他グループへの譲渡を通じ巨大２社

に対抗しうる第３の経営グループを出現させる

ことであった。政府としても，水平統合を進め

ること（寡占体制を強化すること）は，国外の

巨大企業との競争上，承認せざるを得ないこと

であったと指摘されている１３）。ＶＥＡＧ株の

単独購入者となったスウェーデンのＶａｔｔｅｎ

ｆａｌｌ Ｅｕｒｏｐｅ社はさらにベルリン基

盤のＢＥＷＡＧ１４）とハンブルク基盤のＨＥＷ

を吸収して第３位の「結合経営」グループとし

て台頭してくる。すでに１９９６年にＥＶＳとＢａ

ｄｅｎｗｅｒｋとの合併で誕生していたＥｎＢ

Ｗを加え，ここに４「結合経営」グループによ

る寡占体制が成立したのである。こうした水平

統合の進展により，とりわけ電力の卸売り市場

において競争環境が悪化することになった。電

力は商品としての属性上，その差別化が困難で

あり，発電価格の透明性は高く，需要の価格弾

力性は低い。従って卸売り市場での競争誘引は

ドイツ電力産業における競争政策の展開
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もともと高くはなかった。水平統合が進展すれ

ば，この傾向はますます強まることは明らかで

あった。市場関係者への聞き取り調査によって

も，「結合経営」グループは自らの活動テリト

リーを遵守し，他グループのテリトリーに対し，

競争を仕掛けようとしなくなっているとい

う１５）。そうした場合，電力の売り手に対して

強い交渉力を持つと思われる大口ユーザー（電

力多消費工業）の場合でも，新たな有利な条件

を提示してくれる電力の供給元を見つけること

が困難になってこよう。

電力の再販売を手がける地域経営においても，

自由化以後，経営数が４０社程度へと半減した。

この背景には，「結合経営」グループ（とりわ

けＥ．ＯＮとＲＷＥ）による地域経営の系列化

（垂直統合）の動きがある。「結合経営」は，

株式持分により既に系列化していた地域経営の

子会社の相互の間での統合を進めており，さら

に別の地域経営に対しも多数株取得の攻勢を強

化しているのである。

「結合経営」グループはさらに，自治体の公

益事業体に対しても，直接にか，あるいは傘下

にある地域経営子会社を通じた株式取得により，

その系列化を一層推し進めている。２０００年１月

以後の３年間に，「結合経営」による「都市事

業体」に対する１０％超の（新規）株式取得の件

数が８２件報告されているが，その内７０件はＲＷ

ＥとＥ．ＯＮによるものであった。両グループ

は，自己の従来のネット敷設ゾーンの内部での

「都市事業体」の系列化に集中している。しか

も株式持分は２０％未満に巧妙に抑えられている。

この少数株持分（Minderheitsbeteiligung）であ

れば，連邦カルテル庁の慣行上，「競争制限禁

止法」３７条の合併の構成要件を満たさないので，

同法による取締りの対象にならないのであ

る１６）。かくして４つの「結合経営」グループ

は，株式所有を通じて，全体で３００を超える地

域経営ないし「都市事業体」を自己の系列に収

めている。約９００社ある「都市事業体」のうち，１９４

社はＥ．ＯＮないしＲＷＥからの資本参加（少

数株持分）を受けており，そのうちＥ．ＯＮ単

独の資本参加は１３５社である１７）。こうした「結

合経営」グループによる「都市事業体」への影

響力の拡大（垂直統合）は，末端レベルでの販

路も寡占グループによって押さえられてしまい，

新規の競争相手の参入が困難になるという危惧

を抱かせる１８）。自由化によりエンドユーザー

に対し，電力の購入先を自由に選べる道が開か

れたにもかかわらず，後述するように，家庭と

小規模産業関連では，有利な購入契約を求めた

取引先の変更がほとんど生じていない事態は，

このことを裏付けるものであろう。「結合経

営」グループが，地域自治体レベルでの電力販

売を系列化するという攻勢をかけたのは，この

市場に，とりわけ外国のライバル企業からの競

争が入ってくる惧れがあったからである。

（２）電力とガス

電力市場の自由化の展望にとり大きな危惧を

抱かせる別の動きとして，電力市場とガス市場

の集中化を指摘することが出来る。２００２年に，

Ｅ．ＯＮがガス市場の最大手であるルールガス

を買収（多数株取得）して，両者が統合された

が，この合併の許可をめぐって，ドイツの経済

界では大きな議論が引き起こされた１９）。電力

とガスは商品としては競合関係にあるが，発電

燃料としての天然ガスの将来性が有望視されて

いることから今後その補完関係が強まることは

確実である。（将来，投資コストの低いガス－

蒸気タービン式発電所の増加が予想されるから

である。）電力とガスにはネットワーク産業と

しての共通性もある。そのため，電力企業がガ

スの生産，輸入，地域での販売に参入し，ガス
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価格に影響力を行使しうるポジションにつく誘

引が生じてきたのである。ガス産業は天然ガス

の輸入（ロシア，および北海沿岸諸国）に決定

的に依存（消費の８０％超）している。ガス産業

もネットワーク産業としてドイツでは大手５社

の寡占構造になっているが，その中でルールガ

スは輸入シェアの７５％を押さえる最大手である。

Ｅ．ＯＮとルールガスの合併に際しては，電力

大手によるガス価格決定への影響力が，電力の

発電での市場支配力を高めることにつながるこ

とを恐れて，連邦カルテル庁は一旦は合併に禁

止命令を出したが，経済省がこれをくつがえし

た。

（ルールガスが，ガス最大手にもかかわらず，

Ｅ．ＯＮとの合併に踏み切った背景には，ガス

産業における競争事情があった２０）。ドイツの

ガス産業は，広域のガス・パイプラインを所有

する国内５社（ＢＥＢ，ＶＮＧ，ティッセンガ

ス，ルールガス，ウィンガス）の寡占構造にな

っているが，このうち比較的狭い地域をカバー

するＢＥＢ，ＶＮＧおよびティッセンガスと広

域に展開しているルールガスの間ではほぼ販売

地域の分割が行われ，相互の競争は少ない。こ

れに対して，ルールガスとウィンガスは鋭い競

争関係に立っている。ウィンガスは化学大手の

ＢＡＳＦ（６５％）と ロ シ ア の ガ ス プ ロ ム

（３５％）の共同出資によるジョイントベンチャ

ーであり，ガスの卸売りが主たる活動領域であ

る。ウィンガスは，１９９２年以来，国内パイプラ

インの建設を積極的に推し進めてきたが，その

一部はルールガスのパイプラインと並行して建

設された。同社の活動の主要目的は，ガス供給

者としてのガスプロムと大口需要家としてのＢ

ＡＳＦとのガス取引を直接仲介することであり，

ここにルールガスが参入することを排除する意

図をもっている。電力と違い，ガスの場合，競

合するネットワークの建設により，競争環境が

高められている。）

（３）新規参入の動向

自由化後，一時的ではあったが，ドイツの電

力供給では多数の新規の企業の市場参入が起こ

っている。目に付くのは外国資本による投資で

あった。フランス電力（Electricité de France），

スウェーデンのバッテンファル（Vattenfall），

ベルギーのエレクトラベル（Electrabel），オラ

ンダのエッセント（Essent）などがドイツ電力

会社の株式を取得し持分参加を果たした。国際

展開するエネルギー商社のエンロンも新市場で

の取引に参加してきた。多数の新規の経営設立

も活発化した。もちろん，既存の電力大手によ

る子会社の立ち上げも含まれる。これらは，ブ

ローカーとして，あるいは自らのリスクで電力

売買に携わってきた。既存のドイツの電力経営

の側でも，従来シェアの確保に止まらず，この

機会を利用して供給を全国的に伸ばす動きに出

た。かくて内外の競争の激化が期待されたが，

ニューカマーにとり地盤を固めることは容易で

はなかったようである。かなりの数の新規参入

の電力商社は短期間の内に電力取引から撤退し

てしまう。フィンランドのフォルトウム（For-

tum）は，「ウェーザータール電力所」の株式

持分をたった２年半でＥ．ＯＮに売却してしま

った。ＴＸＵヨーロッパは，キールとブラウン

シュヴァイクの「都市事業体」の経営破綻の後，

その持分を放出している。米国系の商社はドイ

ツでの業務の展望が見えず，多くが撤退してい

る。新規設立された供給会社も，その多くが活

動停止ないし，支払い不能に陥った。連邦カル

テル庁の調査によれば，２０００年以後の数年間で，

家庭と小規模産業関連のエンドユーザー向けの

電力販売市場に参入した新規企業（５０社程度）

のうち，倒産が１０社，活動停止が２０社であった。

残りの２０社が活動を続行しているが，その多く

ドイツ電力産業における競争政策の展開
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は，「ネット管理会社」の系列企業である２１）。

その代表格がＥｎＢＷの１００％出資会社である

イエローストーム有限会社であり，この会社は

１００万口の顧客を開拓したが，損失も７０００億ユ

ーロに上っている２２）。

既存大手の系列に属さない自前の発電会社は

ほとんど市場に参加できていない。（「蓄熱式発

電」と「電力・暖房併用発電」の小規模施設の

新たな立ち上げは僅かに見られるが，シェアが

低くて問題とならない。）当初は非系列の経営

のプロジェクトとして立ち上がった，ルブミン

（東側国境近郊）の「コンコード発電所」は，

この間にＥｎＢＷの５０％の資本参加を受けた。

これにはさらにＥ．ＯＮによる２５％の資本参加

が見込まれている。

（４）外国からの電力輸入

ドイツでは発電能力が大手の「結合経営」グ

ループの寡占状態にあるため，電力の販売市場

の競争を高める一つの要因は，外国からの電力

輸入を拡大することであろう。しかし今もって，

ドイツ国内の発電量に対し，輸入電力の割合は

僅かなものに止まっている。（外国電力の輸入

は，自由化後の４年間で，２１．３％増加し，２００２

年において全体の発電量に占める輸入電力のシ

ェアは８％である２３））。外国からの電力輸入が

増えないのは，外国電力を国内に搬送するため

の接続設備（Innterconnector）の隘路のためで

ある。このインターコネクターの所有者は４つ

の「結合経営」グループであり，この設備の利

用をどう割り当てるかについては，グループの

ネット管理部門に委ねられている。

（５）電力価格の動向

自由化後，電気料金はどう動いたのだろうか。

まず，自由化直後２年間にエンドユーザー向け

料金は急激に低下したのである。とりわけ大口

需要家である工業向けが激しく，平均で２７．３％

の低下であった。これに対し，家庭向けは８．５％

の低下に止まったが，家庭向け料金では工業向

けに比べ電気税の負担が多く，この税負担分を

除けば料金低下は２０％程度となり，工業に近づ

くのである。この動きは，２０００年央以後，反転

する。２０００年からの４年間に，例えば，中規模

工業顧客向け料金は，３４％程度値上がりした。

値上げの要因は，「蓄熱式エネルギー」や「電

力・暖房併用発電」を助成するための追加負担

分もあるが，電力卸売り価格の急騰であった。

エンドユーザー料金の中で大きな割合を占める

ネット利用料金は高水準ではあったが，その推

移は安定していた。卸売り価格の値上げ傾向は，

現物取引でも先物取引でも，ともに確認できる。

さらに，「結合経営」グループは，過剰発電

設備を停止することで，供給量を調整し，価格

の高値維持をはかっていると見られる。例えば，

ＲＷＥは２００１年末までに３０００ＭＷの発電能力を

停止しており，Ｅ．ＯＮは２００２年末までに４１７５

ＭＷの能力を停止した。２００１年から０２年にかけ

て，ドイツ全体の発電能力は３％程度削減され

たと見られる。ＥＵレベルの比較でも，ドイツ

の電力料金はトップクラスである。その大きな

要因は他国に比べ高水準のネット利用料金であ

る。

自由化直後の料金低下には競争要因が働いた

のかどうかは疑わしい。確かに，エンドユーザ

ーは，電力の買い付け先を自由に選べるように

なったが，取引相手が実際に変更された事例は

あまり多くない。１９９８年以後の４年間に，大口

需要の工業で取引先の変更があったのは，２０～

３０％程度だった。同じ取引先との間での契約内

容の変更も含めると，契約変更した工業は５０％

に上る。他方，家庭と産業関連顧客の場合には，

取引先の変更は少数に止まった。２００２年秋まで

に家庭で４．３％，産業関連顧客で６．４％である。
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英国では４０％の家庭が取引先を替えたのである。

それと比べると，この割合は少ない。但し，工

業の場合と同様に，以前と同じ取引先と新たな

契約を締結した事例は産業関連で５０％，家庭で

２５％程度であった。こうした契約変更が初期に

見られた電力料金の低下をもたらしたとしても，

それは実際に競争が激化したのではなく，既存

の「結合経営」が，ありうべき競争（特に外国

のライバル企業からの）が起こる前にそれを未

然に防止するべく対応した結果であろう。ドイ

ツ家庭では全家計支出に占める光熱費のシェア

が低く，そのため，取引先を変更しても，よほ

どの価格差がない限り，家計支出の節約効果が

ないといわれる２４）。こうした消費者の側での

電力価格への感応度の低さが，供給側に価格引

き上げの余地を与えている面もある。

５ ネット使用料金の「適切性」

電力市場は自由化されたとはいえ，競争が阻

害された状態が続いた。ここには自然独占の問

題と，ドイツ電力業に特有の垂直統合の問題が

錯綜しているため，シンプルな対策で事態が打

開されるものではない。議論の争点は，ネット

利用料金があまりに高額で，新規の参入者が競

争から排除されてしまうことである。

ネット接続の条件について関連団体の自主決

定に委ねた以上，ネット利用料金の「適切性」

に対する規制は，カルテル法に依拠した連邦カ

ルテル庁の市場支配力の濫用に対する監視

（「事後的」）でしかありえない。（「エネルギー

経済法」に依拠して，差別的取り扱いの禁止を

命令することも理論的にはありえよう。）

「ネット管理会社」にとり，ネット接続条件

を操作することにより，川上，川下の電力生産

者，取引業者との競争で優位に立つという誘引

は非常に大きい。たとえ摘発されても現行のネ

ット接続条件（利用料金）が市場支配力の濫用

であるという判断を当局が下すことは困難であ

る。ドイツに特有の垂直統合（「結合経営」）の

もとでは，ネット部門での独占力が発電部門，

電力販売部門での競争上の優位に結びつくので

ある。例えば，発電部門や販売部門での固定費

用と共通費用の一部をネット利用料金に組み入

れてネット利用者から徴収し，発電，販売部門

でのライバルとの競争を有利に展開するといっ

た「内部相互補助」（cross subsidiation）があり

えるだろう。カルテル法に基づいて，違法な価

格引き上げを立証し（カルテル法では挙証責任

は原告側にある），禁止措置を下すには，連邦

カルテル庁の権限は不十分であるとの指摘がな

されている２５）。

連邦カルテル庁が過度に高いネット利用料金

と判断し，これに禁止命令を下した措置につい

て，当事者の「ネット管理会社」が裁判所に抗

告を申し立て，抗告が認められた２つの事例を

紹介しておこう２６）。「チューリンゲン・エネル

ギー株式会社」と「マインツ都市事業体」に対

し，連邦カルテル庁は，２社のネット利用料金

が市場支配力の濫用であるとし，ネット管理業

務からの収益の上限をカルテル官庁が設定し，

これを上回る収益を上げることを禁止した。連

邦カルテル庁が濫用と判断した根拠は，「チュ

ーリンゲン・エネルギー株式会社」の場合には，

コスト計算の違法性であり，「マインツ都市事

業体」の場合には「比較市場コンセプト」（Ver-

gleichsmarktkonzept）（競 争 制 限 禁 止 法，１９

条，４項，２号）を適用した結果である。両企

業はこれを不服としてデュッセルドルフ上級州

裁判所に抗告する。判決は，両企業のネット利

用料金が「団体協定（２プラス）」の提示する

原則に一致して積算されているとして，連邦カ

ルテル庁の命令を取り消した。さらに，収益の

上限設定は，カルテル法上，支持されえないと

ドイツ電力産業における競争政策の展開
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した。そもそも現行カルテル法の枠内で，ネッ

トワーク産業の価格の違法性を証明することに

は無理があるとの指摘がある２７）。「比較市場コ

ンセプト」では，競合する比較基準がなければ

ならないが，ネット利用料金の場合，比較しう

る他の「ネット管理会社」の場合も独占価格を

設定している。ここでは，「適合性」の判断に

用いる比較基準は存在しないのである。他方，

コスト計算に依拠して価格の「適合性」を判断

するのも困難である。電力やガスの供給事業者

の場合，莫大な固定費用と共通費用の負担があ

るが，そのうちどれだけの割合をネット管理部

門で償却されるコストとして振り分けるかとい

う問題は，学問上も解決されていない難問であ

る。また，コスト計算に依拠して価格の「適合

性」がたとえ可能であったとしても，そうした

価格監視が，効率的で持続的なネット維持を可

能にするインセンテイブを与えるものである保

障はまったくないのである。

おわりに

２００５年７月７日に「エネルギー経済法の新規

定のための第２法律」が施行された。これはＥ

Ｕの電力指令２００３／５４とガス指令２００３／５５

（２００３年６月２６日）を受けて，国内法に置き換

えられたもので，１９９８年の「エネルギー経済

法」の修正である。今回の修正により，電力と

ガスの分野に独自の規制官庁が設置された。こ

の官庁はＲＥＧＴＰと呼ばれ，テレコミュニケ

ーションとポストの分野でのネット参入の自由

化のための規制官庁であったＲｅｇ ＴＰ

（Regulierungsbehörde für Telekommunikation

und Post）が電力とガスの分野もコントロール

することになった。この規制官庁はその後ＢＮ

ｅｔｚＡ（Bundesnetzagentur）と名称変更され，

上記４分野に加え，２００６年以後は鉄道分野も所

管している。ここにネットワーク産業５分野の

参入自由化を監視する単一の規制機関が導入さ

れたのである。

ドイツの電力産業は，数多くの「都市事業

体」を抱えつつも，少数の「結合経営」グルー

プによる寡占構造をもっている。このグループ

は発電から送・配電，販売に至るまで垂直統合

しているため，電力自由化後もネット運営の分

野での自然独占にもとづく優位制を利用するこ

とができた。そのため電力自由化後，企業集中

が一拠に進む事態となっている。業界団体によ

る自主的調整によって市場参入条件（ネット利

用料金）を規定する政策では，市場競争を促進

することは果されなかった。ネット利用料金の

大きな地域格差は，そこに多分に値下げの余地

があることを示している。高額のネット利用料

金は寡占グループに「内部相互補助」を許し，

ニューカマーに対する競争条件をゆがめてしま

った。

現在，ＢＮｅｔｚＡによって電力・ガスでの

「事前」の規制（ネット料金のプライス・キャ

ップ制）がかけられることになった。イギリス

の経験に見られるような競争促進の効果を期待

してのことである。ＢＮｅｔｚＡには更に，

「ネット管理会社」のコスト情報収集のための

権限が強化され，職員が増員され，裁判での挙

証責任は「ネット管理会社」に転嫁されること

になった。規制機関を一つに集中したことは，

所管官庁の権限争いや「規制の罠」に陥いるリ

スクを回避する意図が働いているのであろう。

本稿では論じられなかったが，ドイツ電力産

業での規制の展開には，競争面のみならず，環

境問題への対応という側面がある。京都議定書

の目標達成のため，再生可能エネルギーの利用，

効率的なエネルギー利用を促進するため，税制

面を含めた国家規制が重要になっているのであ

る。
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